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川口市議会の排外主義・差別を許しません─日本共産党市議団が主張

　そして非正規滞在者には難民など適正な保護がされていない人、 様々な事情があって
在留資格がない人たちがいるのに、 一括りで 「不法」 として非正規滞在者を排斥する策
は 「排外主義」 と訴える声もあります。
　またゼロプランでは誤用 ・ 濫用的な難民認定申請を繰り返しているものを含め、 ルー
ルを守らない外国人を速やかに退去させるため、「入国管理」 「在留管理・難民審査」 「出
国 ・ 送還」 の対応策をまとめたとされていますが、 日本の難民認定の実務は出身国情報
など限られた情報をもとにし、 面接による事情聴取をしない、 複数回申請者は就労が認
められず生活が困窮しても出身国への送還を恐れて再度の申請を行わざるを得ない状
況にあるのに、 現状は３回目申請者を、 護送官付き国費送還を進めるなどの多数の問
題点が指摘されています。 

　これも公正で適正な手続きが保障されていない日本の難民認定のもとでは、 申請者の
権利を制約しており本来保護されるべき人も排除することにもつながります。
　昨年、 日本の難民認定率は2．2％で先進国と比較して突出して低い状況が長年続いて
おり、 国費送還倍増などを掲げるゼロプランは到底容認できません。
　実際にゼロプランを定めたのち、 退去強制手続きが増えていて、 川口市に居住してい
た方は子どもも含め強制送還されています。 その中には、 幼いころより日本で育った子ど
もや日本で生まれた子どもも含まれています。 日本語での生活と文化の中で育ち、 教育を

●「不法滞在者ゼロプランの着実な実行等を求める意見書」 に反対
　政府は今年５月に、 ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させるため、
国民の安全 ・ 安心のためといって、ゼロプランを発表していますが、 非正規滞在者をル
ールを守らない外国人として治安悪化の要因と決めつけ、 国民に不安を与えているとい
う認識の下で対応策をまとめています。 外国人住民が増大したことで文化 ・ 生活習慣の
違いによる日常生活上の不安が増していることと不法滞在者ゼロプランは因果関係が
ありません。

受け学生生活を過ごしていた子は入国管理局に行ったその日に、 日本の友達と遊びに行
く約束を果たせないまま 「さよなら」 も言えずに、そして母国語も十分に習得できていない、
文化にもなじみがないにも関わらず家族と一緒に退去させられました。 将来の夢をかなえ
る可能性も望みもなくなって精神的に不安定な状況にある子もいるそうです。 これは国際
法上の子どもの権利条約や人権規約にも反するものと指摘されています。
　また、 意見書案では、 医療機関での医療費の未払い問題を自治体の負担になっている
として、 その対応に触れていますが、 医療機関の窓口における医療費の未払は、地方自治
体の負担ではなく医療機関の負担であり、事実誤認のまま国への対応を求めています。
　さらに外国人の未払の実態は多くが健康保険に加入できない無保険者です。
　川口市立医療センターにおける令和６年度の未収金をみると、 未収金額のうち外国人
によるものは25.6％で75％は日本人によるものです。 また外国人未収金額のうち無保険
での受診による未収金は73・3％で、 未払いが生じている外国人の約58%が無保険となっ
ています。 仮放免者など地域で生活する外国人には、 健康保険の加入など人道的な対応
こそ必要であると考えます。
　正規の在留資格を持たない非正規の外国籍居住者を 「不法滞在者」 と呼称する用語に
ついても1975年に国連で公の文章で 「非正規」 と表現するよう要請されています。 それに
も拘わらず 「不法滞在者」 という用語を使い、 国籍 ・ 人種による差別を助長し、 国際法上
も倫理上も問題の多い施策を推進することを川口市議会が公に求めることなど到底容認
できません。

●「外国人による交通事故の防止と被害者の保護 ・ 救済措置を
　国に求める意見書」 に反対
　飲酒運転や、 速度超過などへの危険な運転への啓発は外国人に限らず、 国籍を問わず
交通ルールを守り法令順守をすることが必要です。 無免許、 無保険や法令違反者への対
応も国籍を問わず厳格に執り行われるべきです。 また、交通事故被害者の救済制度の充
実も、だれでも十分な補償が受けられるようにするべきです。
　川口市議会が、 外国人による交通事故を特別視する意見書を提出することは、「国籍」
という 「属性」 の少数者に対し、 その属性を理由に不利益な扱いを求めることで、 これは
差別に他なりません。
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国民健康保険税の税率引き上げ議論はじまる
　10月１日に川口国民健康保険運営協議会が開かれました。
　協議事項は以下の通りです。

①令和８年度国民健康保険税率の改定について
　9月17日付で市長より国民健康保険税の税率改定について諮問され、その中で 「埼
玉県国民健康保険運営方針に基づき令和９年度の収納率格差以外の項目を統一す
る保険税水準の準統一令和12年の保険税水準の完全統一が予定されている」 こと、
国保財政健全化のため適正な国保税率等の検討の必要性が述べられています。

　市が県の標準保険税率との比較とした参考資料では以下のように示されています。
　　令和７年度モデル世帯別保険税額　・ 60歳単身世帯の場合　
　　（所得43万円以下の場合　７割軽減）　
　　現行　15000円　　→県標準保険税額　23200円　　差　8200円
　　（所得100万円の場合）
　　現行　114000円　  →県標準保険税額  148200円　　差  34200円
　今回の改定では低所得者ほど影響が大きく負担増となる可能性も示唆されています。

③埼玉県国民健康保険運営方針（第３期）に基づく本市の取組みについて
　埼玉県の国保運営方針では令和９年度までに準統一 （保険税の算定にあたり、収
納率格差以外の歳入歳出の各項目の取り扱いを統一）する方針です。
④今後の市の対応方針（案）について　　　　　　　　※運営協議会資料より抜粋
　　・ 被保険者数の減少に伴い医療費総額も減少。一人当たり医療費は増加傾向
　　・ 法定外繰入金として一般会計からの市税等投入（令和７年度約24億円）
　　・ 国保税の現年度収納率（令和５年度92.71％）は県平均（94.39％）及び県の令
　　    和８年度規模別収納目標93.72％以上を下回っている。

　市から参考資料として今年度の県の標準保険税率と市の保険税の比較がされてい
ます。 現行で約３万円ほど市の一人当たりの保険税額が低く抑えられています。 今年
中に、 来年度の県の納付金仮算定などを踏まえ税率改定の答申を行う予定です。

②マイナ保険証の利用率について
　昨年12月２日より従来の保険証の発行がなくなり、 ことし７月には国民健康保険の
保険証のいっせい更新がされました。 市のマイナ保険証の登録者数は62873人（７月
末）、マイナ保険証による資格確認利用率は32.9％（７月末）と報告がされました。 ま
た、 直近３カ月のマイナ保険証の利用登録解除件数は311件とのことです。

 国民健康保険税の賦課方式・税率の見直しについて

 
国保税の収納率を県平均（93．72％）に
引き上げ

医療費適正化、 徴収対策等の取り組みに
よる保険者努力支援金を可能な限り確保 

令和７年度の政令改正に伴う見直し 

国の政令改正に合わせた見直し 

令和８年度までの赤字解消を目指し、 埼
玉県国民健康保険運営方針の内容を踏ま
えた見直し 
令和９年度の準統一、 令和12年度の完全
統一に向けた見直し 
子ども子育て支援金制度創設につい
て詳細が判明次第対応 
　

項　目 　　　　 目標年度 　　　　　　　　内　容
１  国保税の収納率

２  国 ・ 県の法定の
　  支援金確保

３  国保税の賦課限
　  度額

４  税率改正

５  子ども子育て支
　  援納付金（新規）
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